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1. はじめに 
 

 独立後の経済開発戦略の展開のなかで、インドは、製薬産業の輸入代替に成功し、かつ

それを国際的な競争力をもつ輸出産業として育成することに成功を収めた。インド製薬産

業は IT 産業と並んで、インドの輸入代替型開発戦略における稀有の成功例である。すでに、

われわれは、Kamiike(2008)(2009)、上池(2006)(2007a)(2007b)(2011)、上池・佐藤(2004)(2006)、

佐藤(2002)、佐藤・上池(2005)、藤森・上池・佐藤(2010)などの研究において、インドの製

薬産業に関する定性的あるいは定量的な分析を行ってきた。 

 データを用いた定量的な実証分析としては、佐藤・上池(2005)と藤森・上池・佐藤(2010)

がある。佐藤・上池(2005)では、「年次工業調査」の集計データを利用して、組織部門に属

する製薬産業の生産性に関する定量的な分析を行った。分析結果から、1984 年から 1997 年

までの組織部門の製薬産業の特徴として、(1)規模の経済、(2)年率約 7～10%水準に達する総

要素生産性成長率、(3)資本使用的・労働節約的技術進歩、の 3 点が摘出された。また、近

年、インドにおいて、製薬産業の成長プロセスのなかで、小規模な製薬企業が次々と事業

閉鎖に追い込まれている。藤森・上池・佐藤(2010)では、こうした小規模製薬企業の急激な

淘汰の原因を解明するために、2000-01 年の「全国標本調査」非組織部門事業所統計の個票

データを用いた確率的フロンティア分析によってそれら企業の技術的効率性を計測し、そ

の技術的効率性に影響を与える様々な要因を摘出した。分析結果から、(1)小規模製薬企業

が生産フロンティアの内側で操業しており、その企業活動が非効率であること、(2)資本制

約が技術的効率性に悪影響を与えていること、(3)小規模企業への支援策が技術的効率性を

改善する効果を持つこと、などが明らかになった。しかしながら、データの制約もあり、

これまでの研究では製薬産業の個票単位のパネルデータを用いることができなかった。佐

藤・上池(2005)は、パネルデータによる定量的な分析ではあるが、州を単位とする集計デー

タを利用したものであった。藤森・上池・佐藤(2010)は、個票データを利用しているが、単

年度のクロスセクションデータを用いた定量的な分析であった。 

 本論文は、事業所を単位とする「年次工業調査」パネルデータを用いて、事業所レベル

でみた新規参入と退出を明示的に考慮したうえで、インド製薬産業の生産性ダイナミクス

に関する実証分析を行いたい。分析期間は 2000-01 年から 2005-06 年までとし、Aggarwal and 

Sato(2011)に倣い、Foster, Haltiwanger and Krizan(2001)、Griliches and Regev(1995)および Melitz 

and Polanec(2009)の要因分解手法を用いて、集計レベルのインド製薬産業の生産性変化を(1)

存続事業所、(2)新規参入事業所、(3)退出事業所の 3 つの異なるタイプの事業所の貢献部分
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に分解する。また、本論文は、産業集積・経済特区・後進地域開発政策などの近年におけ

る新しい展開を視野に入れ、インド製薬産業の立地構造にも注目したい。すなわち、イン

ド製薬産業の空間的配置に配慮しながら、その生産性ダイナミクスの特徴を明らかにする

のでが、本論文の目的である。 

 本論文の構成は次のとおりである。第 2 節では、分析の前提として、インド製薬産業を

概観し、とくに、その地域的な発展構造に注目する。第 3 節では、インド製薬産業の生産

性ダイナミクスの要因分解を行う。第 4 節では、本論文の要約を行う。 

 

 

2. インド製薬産業の概要と地域的発展 
 

2.1. インド製薬産業の概要 

 独立後の経済開発戦略の展開のなかで、インドは、製薬産業の輸入代替に成功し、かつ

それを国際的な競争力をもつ輸出産業として育成することに成功を収めた。インド製薬産

業は IT 産業と並んで、インドの輸入代替型開発戦略における稀有の成功例である。 

インド製薬産業は、世界のジェネリック医薬品生産の 20－22％を生産しており、世界でお

いて、生産量では第 4 位、生産額では第 13 位にある。 

しかしながら、独立直後の 1950 年代において、インドは、医薬品を国内生産する技術的能

力をほとんど有していなかったが、今日では医薬品の自給を達成し、1980 年代末には世界

でも有数の医薬品輸出国として台頭するに至った。このようなインド製薬産業の成長の背

景には、1970 年特許法(Patent Act of 1970)の下でのアンチ・パテント政策や 1978 年医薬品政

策(Drug Policy, 1978)をはじめとする医薬品政策の存在がある。 

 1970 年特許法は物質特許を認めず製法特許のみを認め、特許期間も 16 年間から 7 年間に

短縮された。1970 年特許法は、リバース・エンジニアリングと他国で特許保護されている

医薬品の代替的製法の開発を促進した。一方、1978 年医薬品政策は、インドで最初の包括

的な医薬品政策で、1990 年代までインド医薬品政策の基本的な枠組みをなした。1978 年医

薬品政策は、医薬品の自給自足を達成することをその基本目標に掲げている。この政策を

背景として、研究開発の促進を通じたインド製薬産業の技術力の向上を促進する措置が実

施された。原薬や中間体の生産を促進するために、基本目標に合致するように、当時のイ

ンド国内市場の 75％を占めていた外国企業の行動を抑制し誘導する措置が実施された。 

 以上のような制度的枠組みのもと、インド企業はリバース・エンジニアリングを中心に

製法開発を進め、技術の国産化を達成し、1980 年代初頭の経済自由化の潮流のなかで、輸

出志向を強めていった。貿易収支は 1970 年代末から 1980 年代初頭にかけて黒字化し、1987

年以降、年次変動があるものの黒字幅が増加傾向にあり、1990 年代末には全世界に対して

輸出超過を実現するに至った(図表2-1)。現在インドは世界で第 17位の医薬品輸出国となり、

医薬品生産額の 40％程度を輸出している。インド製薬産業は、10％超の成長率で成長を遂

げており、その輸出は 20％前後で成長している(図表 2-2、2-3)。輸出が、インド製薬産業の

成長を牽引している。 
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図表 2-1：医薬品貿易の推移(単位：100 万米ドル) 

 
 

注)1987－88 年度からは、「医薬品の輸出」の項目にファインケミカル製品が含まれるという変更がなされ

ており、それ以前の統計とは連続性がなく、輸出がその分過大になっている。ファインケミカル製品には

医薬品原料や中間体等も含まれる。なお、Reserve Bank of India のデータには、2004 年以降は、基礎化学品

と化粧品も項目に含まれたため、Department of Pharmaceuticals 及び Pharmexcil の Annual Report の医薬品お

よびファインケミカル製品のみの輸出データを利用した。 

出所：Reserve Bank of India, Handbook of Statistics on the Indian Economy 2008-2009、Department of 

Phramaceuticals, Annual Report 2009 および Pharmexcil, Annual Report 2008-2009 より作成。 

 

図表 2-2：インド製薬産業の成長(単位：1000 万ルピー) 

 
 

出所：Department of Pharmaceuticals (2010) . 
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図表 2-3：成長率の推移 

 
 

出所：Department of Pharmaceuticals (2010). 

 

 次に、近年のインド製薬産業に関する重要な政策変化について、(1)物質特許の導入、(2)

医薬品の製造管理及び品質管理基準(Good Manufacturing Practice: GMP)の義務化について、

簡単にレビューしたい。 

 

(1)物質特許の導入 

 2005 年 3 月、WTO の貿易関連知的所有権協定(Trade Related Intellectual Property Rights 

Agreement、以下 TRIPS 協定)との整合性を図るべく、1970 年特許法の改正が求められ、イ

ンド製薬産業の成長を支えてきた制度的要因が大きく変化することとなった。 

TRIPS 協定は，医薬品に物質特許を導入するだけではなく、医薬品の特許保護期間を最低

20 年間にわたって認めることを加盟国に強制する。2005 年 3 月、TRIPS 協定との整合性を

図るべく、インドは 1970 年特許法の改正を完了させた1。 

 物質特許は新規化合物自体がクレームされ保護される。新規化合物とは医薬品の基とな

る物質であり、一般に医薬品 1 製品は 1 物質特許で保護される。物質特許の効力は同一物

質である限り、製法、用途に無関係にその物質の製造、販売、使用等に及ぶ強大なもので

ある。 

 他方、製法特許は化合物等を製造する方法に関する特許である。原料となる物質が新し

い場合、そして製造における収率が良い場合等、製法に関する技術的効果が顕著であると

き成立する。新規化合物であっても第三者が別の製造方法を用いてそれを製造した場合に

は、原則として製法特許は成立する。 

 物質特許の導入は、新しいビジネス機会をもたらした。2000 年代に入り、インドでは、

医薬品の製造委受託が拡大している。物質特許を認めない 1970 年特許法の存在により、こ

れまで外国企業はインドでの新薬の製造を控える傾向にあったが、近年世界の製薬大手企

業はインド企業に既存製品の委託生産を増加させている。2005 年の特許法改正のよる物質

特許制度の導入により、インドでも、物質特許が付与されている医薬品を、特許権者の許

諾を得ていない企業が模倣製造することができなくなり、当該医薬品の受託製造を行って

いるインド企業が、委託者から得たノウハウ等を模倣活動に流用するインセンティブが低

                                                        
1 インドは、途上国特例措置として 10 年間の猶予期間を認められ、物質特許導入期限は 2005 年までとな

っていたため、遡及して、2005 年 1 月 1 日を発効日として法改正した。 
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くなったのだ。他方、海外の製薬企業の観点からは、特許制度改革によって、インド企業

に製造を委託することのリスクが低くなったといえる(上池 2007b、2010)。近年インドでは、

製造受託の進化版である研究・製造受託サービスが急成長を遂げており、インド企業の参

入も増加しており、専業企業も増えてきた。 

 2002 年に製薬産業部門への外資規制が緩和され、74％出資から自動承認ルートで 100％

出資が認められたことに加え、2005 年の物質特許導入により、外国企業のインド進出はさ

らに促進され、いくつかのインド企業が外国企業に買収されている。 

 

(2)GMP の義務化 

 インドにおいて医薬品関連の根幹をなす法律は、医薬品・化粧品法および規則(Drugs & 

Cosmetics Act, 1940 and Rules, 1945)である。この医薬品・化粧品法は日本の薬事法に相当す

る法律であり、輸入品、インド製に関わらず、すべての医薬品及び化粧品の輸入、製造、

流通、そして販売を規制する。インドでは、1986 年医薬品政策(Drug Policy, 1986)で医薬品

の製造管理及び品質管理基準(Good Manufacturing Practice; GMP)の導入が決定され、GMP は

医薬品・化粧品規則(Drugs & Cosmetics Rules, 1945)の付属文書 M(Schedule M)という形で導

入され、1987 年に施行された。GMP の導入は、世界市場でのインド製品の信頼を高めるこ

とに寄与し、さらに欧米の GMP 基準を満たすことにより、欧米への医薬品輸出が拡大し、

さらには製造受託の機会も拡大する。 

 2001 年 12 月 11 日には、インドの GMP を WHO-GMP の水準へとアップグレードするこ

と、そして偽造医薬品の製造を撲滅する目的で、医薬品・化粧品規則の付属文書 M が改正

された。2001 年の新 GMP を満たさない医薬品は、原則として輸入、製造、在庫、販売、流

通が認められない。2001 年 12 月 11 日以降、GMP の要件を満たしていない製造所は、各州

の医薬品管理局(State Drug Control Administration)から製造許可を得られなくなった。さらに、

2001 年 12 月 11 日以降に許可を受けたメーカーに対しては、2003 年 12 月 31 日までに GMP

を順守するよう通達がなされた。期日までに順守できない場合は、製造許可の取り消しと、

製造所の強制閉鎖が執行されることになった。GMP 履行により多くの小規模製薬企業が閉

鎖・倒産の危機にさらされることとなったため、インド政府は小規模企業の救済を目的と

した譲歩的措置を講じている。GMP の履行期限は 2003 年 12 月 31 日から 2004 年 12 月 31

日へ、そして最終的に 2005 年 6 月 30 日まで延期された。また、猶予期間の更なる延期に

関する自由裁量権を、州の医薬品管理局に与えた。また、懸案であった小規模企業の要件

も、1000 万ルピーから 5000 万ルピーに引き上げられた。しかしながら、政府の救済措置に

も関わらず、GMP 義務化により、小規模企業の急激な淘汰が進んでいる2。特に、閉鎖企業

が多かった州は、マハーラーシュトラ州、グジャラート州、アーンドラ・プラデーシュ州

であった。カルナータカ州は、州政府が積極的に GMP 履行支援を行ったため、履行率は最

も高くなった。マハーラーシュトラ州、グジャラート州、アーンドラ・プラデーシュ州は、

小規模工業(Small Scale Industries: SSI)企業数も多いため、閉鎖企業が多い一方、履行企業数

も高い3。 

 

2.2. インド製薬産業の地域的発展 

 インド製薬産業はその発展の過程でインド各地に集積地を形成してきた。インドの主要

な製薬産業の集積地として、ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラカンド州、デリー・

ハリヤーナー州、パンジャーブ州、グジャラート州、ダマン・ディウ、ダドラ・ナガル・

ハベリ、マハーラーシュトラ州、ゴア、そしてアーンドラ・プラデーシュ州、カルナータ

カ州、そしてタミル・ナードゥ州である。図表 2-4、2-5 は州別の製薬企業の製造施設・事

業所数の分布を示している。図表 2-6 は主要インド製薬企業および外国企業の製造施設の州

                                                        
2
 SSI 企業と GMP についての詳細は、上池(2006、2007a)、藤森・上池・佐藤(2010)を参照されたい。 

3 GMP 履行の州別状況の詳細については、上池(2007a)を参照されたい。 
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別分布を示したものである。2000 年 4 月、インド政府は経済特区政策(Special Economic Zones 

<SEZ> Policy)を発表したが、現在 40 の製薬・バイオ SEZ が承認されているが、そのすべて

が上記の集積地に立地している(図表 2-7)。 

 

図表 2-4：州別の製造施設数－NPPA 調査(2007 年) 

 
出所：NPPA(2007)より作成。 

 

図表 2-5：州別事業所数－ASI 推計値(2005 年) 

 
出所： Central Statistical Organisation, Annual Survey of Industries, 2005-06, unit-level data より

作成. 
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図表 2-6：インド主要製薬企業の州別製造施設数 

州 企業 
最終 

製剤 
原薬 州合計 

アーンドラ・プラデーシュ州 オーロビンド 2 2 15 

  ディヴィズ 2 1 
 

  ドクター・レッディーズ・ラボラトリーズ 4 1 
 

  ジュビラント・ライフサイエンシーズ 1 
  

  ピラマル・ヘルスケア 
 

1 
 

  ランバクシー・ラボラトリーズ 1 
  

デリー シプラ 1 
 

10 

  グレンマーク 1 
  

  ランバクシー・ラボラトリーズ 6 
  

  アボット・ラボラトリーズ 1 
  

  サノフィ・アベンティス 1 
  

ゴア シプラ 1 
 

3 

  グレンマーク 1 
  

  メルク 1 
  

グジャラート州 カディラ・ヘルスケア 8 2 37 

  ディシュマン 2 1 
 

  ジュビラント・ライフサイエンシーズ 
 

1 
 

  ルピン 1 
  

  サン・ファーマシューティカルズ 5 2 
 

  トレント 7 3 
 

  ウォッカード 1 
  

  グラクソ・スミス・クライン 1 
  

  ファイザー 1 
  

  サノフィ・アベンティス 1 
  

  ワイス 1 
  

ハリヤーナー州 ランバクシー・ラボラトリーズ 1 
 

3 

  イーライ・リリー 
 

1 
 

  グラクソ・スミス・クライン 
 

1 
 

ヒマーチャル・プラデーシュ州 カディラ・ヘルスケア 1 
 

11 

  シプラ 1 
  

  ドクター・レッディーズ・ラボラトリーズ 1 
  

  グレンマーク 1 
  

  ピラマル・ヘルスケア 1 
  

  ランバクシー・ラボラトリーズ 3 1 
 

  トレント 1 
  

  ウォッカード 1 
  

カルナータカ州 バイオコン 1 2 12 

  シプラ 1 
  

  ジュビラント・ライフサイエンシーズ 1 
  

  アストラゼネカ 1 
  

  バイエル 1 
  

  グラクソ・スミス・クライン 3 2 
 

マディヤ・プラデーシュ州 ルピン 3 
 

8 
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  ピラマル・ヘルスケア 2 
  

  ランバクシー・ラボラトリーズ 2 
  

  メルク 1 
  

マハーラーシュトラ州 カディラ・ヘルスケア 1 
 

96 

  シプラ 8 1 
 

  ディシュマン 
 

1 
 

  ドクター・レッディーズ・ラボラトリーズ 1 
  

  グレンマーク 8 1 
 

  ジュビラント・ライフサイエンシーズ 
 

1 
 

  ルピン 5 1 
 

  ピラマル・ヘルスケア 11 1 
 

  ランバクシー・ラボラトリーズ 3 1 
 

  サン・ファーマシューティカルズ 6 2 
 

  トレント 1 
  

  ウォッカード 8 1 
 

  アボット・ラボラトリーズ 1 2 
 

  バイエル 2 2 
 

  ベーリンガー・インゲルハイム 2 
  

  グラクソ・スミス・クライン 4 1 
 

  ジョンソン&ジョンソン 4 1 
 

  メルク 4 
  

  ノバルティス 5 1 
 

  ファイザー 3 
  

  サノフィ・アベンティス 2 1 
 

  ワイス 2 
  

パンジャーブ州 ランバクシー・ラボラトリーズ 3 
 

3 

タミル・ナードゥ州 サン・ファーマシューティカルズ 2 
 

4 

  ウォッカード 1 
  

  サノフィ・アベンティス 1 
  

ウッタラカンド州 ジュビラント・ライフサイエンシーズ 1 
 

1 

西ベンガル州 サン・ファーマシューティカルズ 1 
 

3 

  ランバクシー・ラボラトリーズ 
 

1 
 

  ファイザー 1 
  

ダドラ・ナガール・ハベリ サン・ファーマシューティカルズ 3 
 

3 

ダマン・ディウ ウォッカード 2 
 

3 

  ジョンソン&ジョンソン 1 
  

ポンディチェリー ドクター・レッディーズ・ラボラトリーズ 1 
 

1 

出所：NPPA(2007)より作成。 
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図表 2-7：2005 年経済特区法(SEZ ACT, 2005)のもとで承認された製薬・バイオ SEZ 

  正式承認 
原則として 

承認 
稼働中 

パンジャーブ州 1 
  

ハリヤーナー州 2 
  

グジャラート州 5 
 

1 

マハーラーシュトラ州 9 
 

1 

ゴア 3 
  

アーンドラ・プラデーシュ州 13 2 2 

カルナータカ州 3 1 1 

タミル・ナードゥ州 
 

1 
 

計 36 4 5 

出所：SEZ in India, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of 

India, http://sezindia.nic.in/index.asp(2011 年 5 月 23 日最終アクセス)より作成。 

 

 以上の図表からも、インドにおける製薬産業の地域的集積状況を確認することができる。 

インド製薬産業の集積地の形成における重要な要因として、(1)公的研究機関と民間企業の

連携、(2)公企業のスピン・オフ、そして(3)インド民間大企業の外延的発展を指摘できよう。 

 (1)、(2)について、インド製薬産業の発展段階初期においては、公的研究機関ならびに公

企業が医薬品の研究開発と製造において主導的役割を果たしてきた4。インド政府は、1950

年代初頭より、公的研究機関と公企業を創設した。インドの製薬産業の発展は、公的研究

機関と民間企業の緊密な連携の貢献によるところが大きい。公的研究機関が開発した技術

は民間企業に移転され、民間企業はその技術を商業化したのである。とりわけインド製薬

産業の発展初期において、民間企業は独自の研究開発能力を有しておらず、公的研究機関

との連携が決定的に重要であった。つまり、公的研究機関の周辺に製薬産業の集積が進ん

だものと考えられる。また、公企業のエンジニアたちがスピン・オフして、製薬企業を創

設していたため、公企業の周辺にも自然に集積地を形成してきた。公企業のスピン・オフ

の事例としては、IDPL のエンジニアを辞め、ドクター・レッディー・ラボラトリーズをハ

イダラーバードに創業した K.A.レッディ－が有名である。原薬メーカーの一大集積地とな

ったハイダラーバードは、公的研究機関 Indian Institute of Chemical Technology, 

Hyderabad(IICT-H)と公企業 Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd(IDPL)が立地しており、産業

集積の代表的な事例の 1 つといえよう(図表 2-8)。 

 

                                                        
4 インド製薬策産業の発展における公的部門(公的研究機関、公企業)の役割については、上池・佐藤(2004)、

Chaudhuri(2005)を参照されたい。1990 年代に入り、公企業は経営不良企業(Sick Industry)となり、社会

性を喪失しているとして、留保品目が削減されるなど規模の縮小が図られたが、近年、医薬品アクセス改

善を目的とした公企業再活性化計画が進められている(上池・佐藤 2004、Department of Pharmaceutical 

2010)。 
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図表 2-8：公的研究機関と公企業の所在地 

  設立年  所在地   

公的研究機関 
  

  

CDRI 1951 ラクノウ(ウッタル・プラデーシュ州)   

IICT-H 1956 ハイダラーバード(アーンドラ・プラデーシュ州)   

NCL 1950 プネー(マハーラーシュトラ州)   

国営企業 
  

  

IDPL 1961 ハイダラーバード(アーンドラ・プラデーシュ州)   

HAL 1954 プネー(マハーラーシュトラ州)   

BCPL 1980 コルカタ(西ベンガル州) 
民間企業(Bengal  

Chemicals & Pharmaceuticals Works)の国有化 

BIL 1978 コルカタ(西ベンガル州) 
民間企業(Bengal 

Immunity Company Limited)の国有化 

SSPL 1972 コルカタ(西ベンガル州) 
民間企業(Smith 

Stanistreet Company Limited)の国有化 

国営企業子会社       

IDPL(Tamil Nadu)Ltd 
 

チェンナイ(タミル・ナードゥ州)   

Bihar Drugs & Organic Chemicals Ltd 
 

ムザファルプール(ビハール州)   

国営企業と州開発投資公社との合弁企

業  
    

RDPL 1981 ジャイプール(ラージャスターン州) 
IDPL とラージャスターン産業開発投資公社

(RIICO) 

ODCL 1979 ブバネーシュワル(オリッサ州) IDPL とオリッサ産業促進投資公社(IPICOL) 

KAPL 1981 バンガロール(カルナータカ州) 
HAL とカルナータカ州産業投資開発公社

(KSIIDC) 

MAPL 1979 ナグプール(マハーラーシュトラ州) 
HAL とマハーラーシュトラ州産業投資公社

(SIICOM) 

MSDPL 1989 インパール(マニプル州) HAL とマニプル産業開発公社(MANIDO) 

出所：Department of Pharmaceutical (2010)および公的研究機関ウェブサイトより作成。
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 (3)インド民間企業の外延的発展については、シプラやアレンビックのように独立以前よ

り医薬品およびその関連製品を製造していた企業やデリーで医薬品販売に従事していたラ

ンバクシー・ラボラトリーズのような企業が、1970 年特許法改正により他国で特許保護さ

れている医薬品をリバース・エンジニアリングによって自由に製造できるようになり、急

速にこれらの製薬企業は発展を遂げていった。その過程で、これら先発製薬企業の周辺に

集積地が形成されていったと考えられる。 

 さらに近年では、州政府によって産業集積を促す政策が実施されている。以下で簡単に

レビューしたい。 

 まず、ヒマーチャル・プラデーシュ州およびウッタラカンド州では、後進地域開発政策

として、インド政府が 2003 年よりウッタラーンチャル5・ヒマーチャル産業政策を実施して

いた(DIPP 2003a, b)
6。この政策は、「推進産業」と「ネガティブリスト産業」とに分類し、

推進産業として指定された産業を積極的に州内に誘致する一方で、環境負荷が高いと判断

され、ネガティブリスト産業に収載された産業の誘致は抑制される。「推進産業」には医薬

品産業を含め 18 業種が含まれ、ネガティブリスト産業には、20 業種が収載された(図表 2-9)。

同産業政策では、指定工業団地に新規立地する事業所、またはその既存設備を拡張する事

業所に対し、優遇措置として、「物品税免除」、「法人税免除」、「設備投資補助金」「輸送費

補助金」を実施した7。「物品税免除」については、インドでは工場出荷時点で 16％の物品

税が課せられるが、商業生産開始から 10 年間にわたり 100％免除される。「法人税免除」に

ついては、法人税は課税対象所得に対して 30％(実効税率 33.66％)が課せられるが、商業生

産開始から 5 年間は 100％免除され、次の 5 年間では 30％免除される。そして、「設備投資

補助金」については、工場や機械への投資額の 50％が 300 万ルピーを上限として補助され

る。当然のことながら、これらの優遇措置は、「ネガティブリスト産業」には一切認められ

ない。そして、ヒマーチャル・プラデーシュ州ならびにウッタラカンド州ともに、製薬産

業とバイオテクノロジー産業を推進産業として位置付け、特にバイオテクノロジー産業の

誘致を積極的に実施している (Government of Himachal Pradesh 2004, Government of 

Uttarakhand 2003)。 

 

図表 2-9：ウッタラーンチャル・ヒマ―チャル産業政策における推進産業とネガティブリス

ト産業一覧 

  推進産業   ネガティブリスト産業 

1 花卉 1 タバコ・タバコ製品 

2 薬草・芳香植物(加工) 2 火力発電所(石炭・石油使用) 

3 蜂蜜 3 選炭・乾燥炭加工 

4 園芸・農産物加工 4 
無機化学(薬効オキシゲン、薬効ハイドロゲン、圧縮空

気を除く) 

5 食料品 5 
有機化学(プロビタミン、ビタミン、ホルモン、配糖体、

ショ糖を除く) 

6 砂糖 6 皮なめし・染色・ 

7 絹・絹製品 7 大理石・鉱石(等級なし)  

8 羊毛・羊毛製品 8 製粉所(小麦・米) 

9 織物 9 石炭を使用する鋳造所 

10 スポーツ用品 10 鉱物燃料、鉱油、それらの蒸留物、瀝青炭、鉱蝋 

11 

紙・紙製品(ネガティブリ

ストに掲載されていない

もの) 

11 合成ゴム製品 

                                                        
5 2007 年 1 月 1 日、ウッタラーンチャル州の州名はウッタラカンド州に変更された。 
6 後進地域開発政策の状況については、岡橋・田中・ティワリ(2011)、友澤(2008)を参照されたい。 
7 「輸送補助金」は 2007 年に廃止された。 
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12 医薬品 12 セメント工場、アスベスト、繊維を含む粗糖 

13 ICT産業 13 
爆発物(産業用爆発物、起爆装置・ヒューズ、花火、マ

ッチ、推進燃料パウダーなどを含む) 

14 ミネラル・ウォーター 14 無機化学肥料、化学肥料 

15 エコツーリズム 15 殺虫剤(基礎製造・製剤) 

16 産業用ガラス 16 グラスファイバー・グラスファイバー製品 

17 手工芸品 17 
パルプ製造(木材パルプ、機械あるいは化学パルプ分解

パルプを含む) 

18 林産物加工(木材を除く) 18 
ブランド物の炭酸水・ソフトドリンク(果物ベースでな

いもの) 

    19 

紙製品(筆記用、印刷用、厚紙、新聞紙、工芸紙、生理

用ナプキン、巻き煙草用紙、耐脂紙、トイレットペーパ

ー・ティッシュペーパー、カーボン紙、ワックス加工紙) 

    20 プラスチック・プラスチック製品 

出所：DIPP(2003a). 

 

 ハリヤーナー州は、工業先進州の 1 つであり、IT 産業・バイオテクノロジー産業など知

識基盤産業の拠点として台頭してきている。インフラストラクチャーが整備されている点、

首都デリーとの地理的近接性もハリヤーナー州の優位性となっている。2002 年のハリヤー

ナー州バイオテクノロジー政策では、バイオテクノロジーの研究開発を振興するため、研

究開発センターを設立することを決定している(Government of Haryana 2002)。研究開発セン

ターの設立により、民間企業との産学連携を促進することが期待されている。ハリヤーナ

ー州には、第 11 次五カ年計画と第 12 次五カ年計画中に、ファリダバード周辺へのバイオテ

クノロジー・クラスターの設立を計画している(IBEF2010)。パンジャーブ州は、2003 年産

業政策において、バイオテクノロジー産業の誘致・振興を掲げている(Government of Punjab 

2003)。デリーも、デリー大学との産学連携を通じたバイオテクノロジー産業の振興を目標

としている。 

 グジャラート州は、2003 年産業政策において、経済特区(SEZ)・インダストリアル・パー

クの開発、中小規模企業向けのクラスター開発を目標としている (Government of 

Gujarat2003)。マハーラーシュトラ州は、2001 年に産業政策とバイオテクノロジー政策を発

表している。産業政策では、織物工場用地のバイオテクノロジー企業用地への転用を認め

ており、バイオテクノロジー企業の立地を促進している(Government of Maharashtra 2001a)。

バイオテクノロジー政策では、プネーにバイオテクノロジー・パークを創設し、同パーク

内に米国食品医薬品局のGMP基準を満たした施設を提供するなどの支援措置を講じている

(Government of Maharashtra2001b)。米国の GMP 認証を得るには多額のコストが必要となる

ため、バイオ医薬品企業を誘致の上で非常に重要な措置である。ゴア政府は、2003 年産業

政策において、推進産業に「製薬産業・バイオテクノロジー産業」を指定し、Pharma Park

と BT Park の設立を推進する方針を打ち出している(Government of Goa 2003)。 

 アーンドラ・プラデーシュ州は、2001 年にバイオテクノロジー政策を発表し、バイオテ

クノロジー・パークの創設、バイオテクノロジー企業に各種インセンティブを供与してい

る(Government of Andhra Pradesh 2001)。カルナータカ州は、2001 年に「ミレニアム・バイオ

テクノロジー政策」を発表し、州内に 3 か所のバイオテック・パークを創設し (Government 

of Karnaraka 2000)、インドで最も大きなバイオテクノロジー・クラスターを形成するに至っ

ている。タミル・ナードゥ州政府は、2000 年にバイオテクノロジー政策を発表し、バイオ

テクノロジー企業ゾーン(Biotechnology Enterprise Zones)を設け、バイオテクノロジー企業の

誘致を促進している(Government of Tamil Nadu 2000)。 

 本論文では、以上解説してきたような製薬産業の立地空間構造を考慮して、インドを 4

つのエリアに分類する。まずインドを北部インドと西南部インドに分類する。北部を、エ

リア１(ヒマーチャル・プラデーシュ州、ウッタラカンド州)、エリア 2(デリー、ハリヤーナ
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ー州、パンジャーブ州)、西南部を、エリア 3(グジャラート州、マハーラーシュトラ州、ゴ

ア)、エリア 4(アーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州、タミル・ナードゥ州)に分類

する。そしてこの 4 つのエリアは新興エリアと成熟エリアに分類できる。図表 2-10 のエリ

ア別新設事業所件数の趨勢を、分析期間である 2000 年から 2005 年で比較し、新設件数が

多いエリアを「新興エリア」、尐ないエリアを「成熟エリア」としたい。北部では、エリア

１を新興エリア、エリア 2 を成熟エリア、西南部については、エリア 3 を成熟エリア、エ

リア 4 を新興エリアと分類した。そして、この 4 つのエリアに分類されない地域をエリア 5

とする(図表 2-11、図表 2-12)。 

 

図表 2-10：エリア別新設事業所数の推移 

 
出所：Central Statistical Organisation, Annual Survey of Industry, 2005-06, unit-level data より作成。 
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図表 2-11：エリアの分類 

 

 
 

出所：筆者作成。 

 

図表 2-12：エリア分布 

 
出所：筆者作成。 
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3. 生産性ダイナミクスの実証分析 
 

3.1. 分析手法 

 以下では、インド製薬産業の生産性ダイナミクスを生産性に関する要因分解手法によっ

て明らかにしたい。ここで利用する手法は、2 時点間の生産性変化を継続事業所の生産性変

化、継続事業所のマーケットシェア変化、新規参入事業所の効果、そして退出事業所の効

果などの諸要因に分解する。こうした要因分解を行うことによって、マクロ的な次元にお

ける生産性ダイナミクスをミクロ的な次元における事業所の生産性ダイナミクスと関連付

けることができる。以下では、こうした要因分解手法をごく簡単に解説することにしよう。 

 Baily, Hulten and Campbell (1992)は、生産性変化を継続事業所・参入事業所・退出事業所

の貢献に分解した初めての研究である。彼らは、個別事業所の生産性(    )を生産ウエイト

(    )で加重平均したものを集計的生産性として定義している。すなわち、 

 

        

  

 

     

 

である。いま、 

 

            

 

と定義すれば、集計的生産性変化   を下記のように要因分解することができる。これを、

ここでは BHC 分解と略称する。 

 

   
            

   

                             

   

      

   

              

        

   

                 

 

ここで、集合 S、N、と X はそれぞれ、t-1 期から t 期の期間における継続事業所、新規参入

事業所と退出事業所の集合を表している。右辺第 1 項は、初期時点のマーケットシェアで

加重平均された事業所レベルの生産性変化の効果を意味している。この項は within 効果と

言われる。第 2 項は、事業所レベルの生産性をウェイトにしたマーケットシェアの変化の

貢献すなわち再配分効果(reallocation effect)を意味している。最後の 2 項は、それぞれ参入効

果と退出効果を示している。 

 BHC 分解に対して、Griliches and Regev (1995)によって提起された要因分解手法は、以下

のとおりである。以下では、GR 分解と呼称する。 

 

   
       

 

   

             

   

   
             

   

           

        

   

              

 

上記の式における上付きバーは、t-1 期と t 期の平均を意味する。within 効果を除く全ての生

産性効果は、2 期間の平均生産性との差として表現されている。また、within 効果のウェイ

トは 2 期間の平均マーケットシェアである。 

 Foster, Haltiwanger and Krizan(2001)は、BHC 分解を拡張した。彼らは、BHC 分解の右辺第

2 項を、初期時点の相対的生産性をウェイトにしたマーケットシェア変化の加重平均である

純粋な between 効果(pure between effect)と、マーケットシェアと生産性の共分散(covariance)



16 

 

の 2 つに分解した。以下では、FHK 分解と呼称する。 

 

   
            

   

                

   

                      

   

                

   

              

        

   

                 

 

 FHK 分解は、生産性分析において、最も幅広く利用されている分解手法のひとつである。 

 BHC 分解、GR 分解、FHK 分解にも共通するが、分解手法の最後の 2 項の合計は、純参

入効果(net entry effect)と呼ばれる。比較対象となる生産性を上回る生産性を持つ新規参入事

業所の場合、参入効果はプラスになり、比較対象の生産性を下回る生産性を持つ退出事業

所の場合、退出効果がプラスになることがわかる。比較対象の生産性が BHC 分解と FHK

分解の場合が初期時点の集計的生産性であるのに対して、GR 分解の場合が 2 期間の平均集

計的生産性となっている。  

 Olley and Pakes (1996)は、上記の分解と異なる分解手法を提示している。彼らは、集計的

生産性を以下のように 2 つの項に分解した。以下では、それを OP 分解と呼称する。 

 

  
      

              
          

       
                    

 

ここで、上付きチルダは単純平均を意味する。すなわち、  
  

 

  
     

  
   、  

  
 

  
     

  
   で

ある。第 1 項は生産性の単純平均値、第 2 項は配分の効率性を意味する。第 2 項は、どの

程度、平均よりも高い生産性を持つ事業所が平均よりも大きいマーケットシェアを持って

いるのかを示すものである。この OP 分解では、継続事業所、参入事業所や退出事業所を区

別できない。そこで、Melitz and Polanec (2009)は、この OP 分解を拡張した。彼らの分解手

法は、dynamic Olley and Pakes 手法と呼ばれる。以下では、DOP 分解と呼称する。彼らは、

FHK 分解と GR 分解における参入・退出事業所の比較対象となる生産性の選択や継続事業

所の貢献度を測る際のウェイトの選択が様々な効果を混在させてしまい、参入・退出効果

を過大に推定してしまうという問題点が存在することを指摘している。こうした問題を解

決するために、Melitz and Polanec (2009)は、下記のように OP 分解を拡張した。 

 

   
         

                                                        
 

ここで、    と    は t 時点におけるグループ g 全体のマーケットシェアと集計的生産性であ

る。 

 数学的に言えば、本論文で用いる FHK 分解、GR 分解および DOP 分解は、生産性ダイナ

ミクスのデータ構造によって異なる結果を生み出す可能性がある。実際、単独の分解手法

を用いたとしても、分析期間や分析対象となる生産性概念の違いによって結果が異なるこ

とが知られている。本論文では、結果の頑健性をチェックするために、FHK 分解、GR 分解

および DOP 分解の 3 種類を用いる。いずれの分解手法を用いても、同一の結果が出た場合、

その結果をより信頼できるものとして評価する。  

 

3.2. 変数とデータ 

 本論文は、2000-01 年から 2005-06 年の期間におけるインド製造業のマクロ次元での生産

性変化に与えるミクロ次元の事業所の生産性変化の影響を識別したい。 

 最もよく用いられている生産性指標は、労働生産性(Labour Productivity: LP)と総要素生産

性(Total Factor Productivity: TFP)である。本論文でも、先行研究に倣って、この 2 種類の生

産性指標を用いる。集計的労働生産性(LP)は次式で特定化する。 
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また、集計的総要素生産性(TFP)は 

 

          

  

 

            

  

 

 
      

    
      

  
  

 

として特定化する。記号は、以下のとおりである。 

 

ウェイト( )：先行研究においては、様々なものがウェイトに用いられてきた。たとえば、

収入額、生産額、労働量、付加価値や費用などである。本論文では、最も頻繁に利用さ

れている生産額をウェイトに用いる。 

実質グロス付加価値額(Real Gross Value Added: GVA)：本論文では、ダブルデフレーション

方法を用いて、GVA を計算した。ダブルデフレーション方法では、グロス生産額につい

ては医薬品卸売物価指数を、中間財購入額を中間財価格指数でデフレートする。製薬産

業の中間財価格指数は、燃料価格、原材料価格およびその他投入財価格の加重平均値で

ある。中間財価格指数作成のためのウェイトとしては、事業所パネルデータで観測でき

る事業所レベルの燃料費、原材料費およびその他投入財購入費を用いた。製薬産業全体

の燃料価格、原材料価格およびその他投入財価格指数の作成にあたっては、1998-99 年の

産業連関表(Central Statistical Organisation, Input-Output Transaction Table 1998-99)を用いて

算出したウェイトと、卸売物価指数や国民所得統計のインプリシットデフレータ(Reserve 

Bank of India, Handbook of Monetary Statistics of India and Database on Indian Economy)を利

用している。 

労働量(L)：ここでは、労働人日(man-days)を労働量の変数として用いる。 

資本(K)：期首の純固定資本(net fixed capital)を資本の変数として用いる。通常、ASI データ

を用いる場合、恒久棚卸法に基づいて実質資本ストックを算出するのであるが、多くの

企業が参入ないしは退出するために、恒久棚卸法を用いることができない。そこで、期

首の純固定資本の実質化にあたっては、国民所得統計から入手できる製造業組織部門の

純資本ストック (net capital stock)のインプリシットデフレータ (Central Statistical 

Organisation, National Account Statistics, various years)を用いた。 

生産の生産要素投入弾力性(  、  )：                   というコブ・ダグラス型

生産関数を想定したうえで、生産要素投入と観測できない生産性ショックの相関が生み

出す内生性問題を修正した Levinson and Petrin (2003)にしたがって推定し、生産の要素投

入弾力性を得た。推定にあたってのデータとしては、2000-01 から 2005-06 までの 6 年間

にわたる製薬産業センサスセクターの事業所パネルデータを用いた。このようにして推

定された弾力性が、  、  である。 

 

 さて、本論文が用いる事業所レベルのパネルデータは、インド政府の中央統計局(Central 

Statistical Organisation)の「年次工業調査」(Annual Survey of Industries: ASI)である。調査対象

の事業所は、工場法に登録されている工場である。これは、動力を利用している場合は従

業員 10 人以上、動力を利用していない場合は従業員 20 人以上雇用している工場を意味す

る。さらに、調査対象の事業所のカテゴリーとしては、センサスセクター(census sector)とサ

ンプルセクター(sample sector)の 2 種類がある。センサスセクターとは従業員 100 人以上の

工場群であり、ASI はこのセクターについては全数調査を実施している。サンプルセクター

は従業員 100 人未満の工場群であり、ASI はこのセクターについては標本抽出調査を行って
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いる。 

 本論文が分析対象にしたのは、センサスセクターのみである。センサスセクターのみを

分析対象にすることによって、実質的な意味での事業所の継続・参入・退出効果だけに集

中して分析できるというメリットがある。サンプルセクターを分析に取り込むことは不可

能ではないが、その場合、標本ウェイトや標本抽出による人為的な参入と退出などの処理

を解決する必要があるし、得られた分析結果の解釈も不必要に煩雑になってしまう。そこ

で、本論文では、センサスセクターのみを分析対象にした。サンプルセクターを含んだ分

析は、今後の課題としたい。 

 さて、ASIパネルデータは、1998年から2005年まで利用可能である。しかしながら、1998-99

年と 1999-2000 年のセンサスセクターの定義が従業員 200 人以上になっているため、1998

年から 2005 年にかけてセンサスセクターの定義が不連続になっている。そのため、ここで

は 2000-01 年以降を分析対象にしたことを付記しておく。 

 さて、分析手法を解説したときに言及した事業所のカテゴリーは、継続・参入・退出の 3

種類のみであったが、本論文ではさらに詳細な下位カテゴリーを設定した。設立年を示す

データが存在していることから、参入事業所を、さらに、2001 年以降に全く新たに参入し

た事業所と 2001 年以降に小規模な事業所からセンサスセクターに規模を拡大した事業所の

2 種類に区分できる。図表 3-1 は、本論文で利用する事業所に関する 4 種類のカテゴリーを

示したものである。 
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図表 3-1：事業所のカテゴリー 

カテゴリー 記号 定義 

継続事業所 S 2000 年と 2005 年の両期間、センサスセクターで事業

を継続している 

新規継続事業所 ES 2000 年には小規模セクターに属しているが、2005 年

までに規模拡大した結果、センサスセクターに参入し

た 

新規事業所 EN 2000 年には操業しておらず、2005 年までに操業を開

始し、センサスセクターに新規参入した 

退出事業所 X 2000 年にはセンサスセクターで操業していたが、2005

年までにセンサスセクターから退出した 

 

さらに、図表 3-2 は、本論文で考察する生産性ダイナミクスの源泉の定義を示している。 

 

図表 3-2：生産性ダイナミクスの要因 

効果 カテゴリー 解説 

参入効果(total entry effect) TE= EN+ES 新規参入効果と規模拡大効果 

退出効果(exit effect) X 退出効果 

純参入効果(net entry effect) NE=TE+X 創造的破壊を意味する  

Within 効果(within effect) S(Within 効果) 継続事業所の生産性改善 

再 配 分 効 果 (reallocation 

effect) 

S(Between 効果+共分散) 配分効率性の改善 

 

 図表 3-3 は、カテゴリー別でみた事業所数を 2000 年と 2005 年の両年についてみたもので

ある。ここでは、以下の 3 点だけ指摘しおきたい。第 1 に、エリア 1 において新規事業所

数の割合が 77%と極めて大きい。第 2 に、エリア 3 と 4 で新規継続企業数の数がそれぞれ

86、57 事業所となっており、これらのエリアでは規模拡大を通じてセンサスセクターに参

入した事業所の割合が 50%を超えている。第 3 に、地域に関わりなく、退出事業所数の割

合が予想外に大きい。以下では、こうしたミクロ的次元におけるダイナミクスが生産性変

化にどの程度貢献しているのかを検証しよう。 

 

図表 3-3：カテゴリー別でみた事業所数 

  
 

エリア 1 エリア 2 エリア3 エリア 4 エリア 5 

2000 年存続事業所(S) 事業所数 1 9 61 35 32 

  シェア 14% 41% 36% 44% 44% 

2000 年退出事業所(X) 事業所数 6 13 110 44 41 

  シェア 86% 59% 64% 56% 56% 

2005 年存続事業所(S) 事業所数 1 9 61 35 32 

  シェア 3% 32% 36% 34% 40% 

2005 年参入事業所(N)  事業所数 29 19 108 68 49 

  シェア 97% 68% 64% 66% 60% 

2005 年新規継続事業所(ES) 事業所数 6 12 86 57 33 

  シェア 20% 43% 51% 55% 41% 

2005 年新規事業所(EN) 事業所数 23 7 22 11 16 

  シェア 77% 25% 13% 11% 20% 

出所：Central Statistical Organisation, Annual Survey of Industry, 2005-06, unit-level data より作成。 
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3.3. 分析結果 

 まず、Levinsohn-Petrin 法にしたがって、総要素生産性(TFP)を計測するために必要となる

生産の生産要素投入弾力性を推定した。データは、2000 年から 2005 年までの 6 カ年のアン

バランスド・パネルデータである。推定結果を、図表 3-4 で示した。 

 

図表 3-4：Levinsohn-Petrin 法によるコブ・ダグラス型生産関数の推定結果 

(被説明変数：ln GVA) 

 
係数 z 値 

ln K 0.3986463 13.13 

ln L 0.6402342 6.39 

収穫一定に対するワルド検定 χ2=0.34(P 値=0.5602) 

観測数 1927 
 

グループ数 797 
 

生産性ショックの代理変数 燃料費の自然対数値 

 

 推定結果によれば、推定された係数はいずれも統計的に 1%水準で有意である。係数の合

計はわずかに 1 を上回るが(1.03)が、収穫一定の帰無仮説は棄却できないことがワルド検定

の結果からわかる。生産関数の推定結果は概ね満足できるものである。したがって、以下

では、  を 0.3986463、  を 0.6402342 として TFP を算出することにした。 

 さて、本論文の第 2 節でインドを 4 つのエリアに分類した。ここで再度、4 つのエリアを

再確認したい。まずインドを北部インドと西南部インドに分類する。北部・新興エリアで

あるエリア１はヒマーチャル・プラデーシュ州とウッタラカンド州を、北部・成熟エリア

であるエリア 2 はデリー、ハリヤーナー州およびパンジャーブ州を、西南部・成熟エリア

であるエリア 3 はグジャラート州、マハーラーシュトラ州およびゴアを、西南部・新興エ

リアであるエリア 4 はアーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州およびタミル・ナー

ドゥ州を、エリア 5 は上記以外の全ての地域を、意味する。 

 2000 年から 2005 年にかけての労働生産性(LP)と TFP の成長率をエリア別に示したのが、

図表 3-5 である。製薬産業の集積が活発ではないエリア 5 の LP を例外とすると、2000 年か

ら 2005 年にかけて製薬産業は生産性指標の違いにかかわらず高い生産性上昇率が享受して

いることがわかる。とくに、エリア 1 の TFP が際立って高い。6 年間で 50%の成長率は、

年率平均成長率で表せば 7%に相当する。すなわち、エリア 1 からエリア 4 などの製薬産業

の集積地域においては毎年 7%を大きく超える生産性の改善がみられる、ということである。 
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図表 3-5：エリア別生産性の成長(単位：%)  

 
 

図表 3-6a：エリア別純参入効果(労働生産性) 
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図表 3-6b：エリア別純参入効果(TFP) 
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図表 3-7a：エリア別参入効果(労働生産性) 

 
 

図表 3-7b：エリア別参入効果(TFP) 
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図表 3－8a：エリア別退出効果(労働生産性) 

 
 

図表 3－8b：エリア別退出効果(TFP) 
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図表 3-9a：エリア別 Within 効果(労働生産性) 

 
 

図表 3-9b：エリア別 Within 効果(TFP) 
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おいてプラスに貢献しているが(エリア 1 は LP のケースと同様ほぼゼロであるが)、エリア

5 ではマイナスになっている。ここからは、LP と TFP の 2 つの指標でみて、エリア 2、3

および 4 において継続事業所の within 効果が大きいことがわかる。 

 

図表 3-10a：エリア別再配分効果(労働生産性) 

 
 

図表 3-10b：エリア別再配分効果(TFP) 
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4. おわりに 
 

 本論文は、事業所を単位とする「年次工業調査」(ASI)パネルデータを用いて、事業所レ

ベルでみた新規参入と退出を明示的に考慮したうえで、インド製薬産業の生産性ダイナミ

クスに関する実証分析を行った。2000-01 年から 2005-06 年までを分析対象期間とし、

Aggarwal and Sato(2011)に倣い、Foster, Haltiwanger and Krizan(2001)、Griliches and Regev(1995)

や Melitz and Polanec(2009)などの要因分解手法を用いて、集計レベルのインド製薬産業の生

産性変化を(1)生存事業所、(2)新規参入事業所、(3)退出事業所の 3 つの異なるタイプの事業

所の貢献部分に分解した。 

 分析結果から、以下の諸点が明らかになった。第 1 に、地域ごとに多様な生産性成長パ

ターンが見られる。とくに、エリア 1 からエリア 4 でみて、生産性が大幅に改善している。

第 2 に、労働生産性(LP)と総要素生産性(TFP)でほぼ同様のパターンが観察される。第 3 に、

エリア 1 で参入効果が著しく高い。おそらく、こうした高い参入効果は政府による後進地

域開発のためのインセンティブ供与が重要であることが示唆される。また、エリア 2 と 3

においても、参入効果はプラスであった。こうした参入効果がプラスである理由としては、

製薬産業部門への外資規制が緩和され自動承認ルートで 100％出資が認められたことに加

え、物質特許導入によって外国企業のインド進出はさらに促進されたことなどが考えられ

る。第 4 に、退出効果についてはプラスともマイナスとも言えず、頑健な結論が得られな

かった。これは、インド政府による退出政策(exit policy)が十分整備されているとは言い難い

状況下で、製造および品質管理基準(GMP)履行強制が進捗していないことや公企業の経営不

良問題がいまだ解決していないことなどの製薬産業特有の問題が存在していることを示唆

しているのかもしれない。第 5 に、エリア 2 から 3 で継続事業所の生産性改善効果である

within 効果が大きい。第 6 に、エリア 4 において継続企業のマーケットシェア拡大効果であ

る再配分効果が生産性改善に貢献している。 
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